
船舶事故調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月９日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 北海道苫小牧港第４区 

苫小牧港東港地区東防波堤灯台から真方位０９６°４海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯４２°３４.４′ 東経１４１°５１.７′） 

事故の概要  漁船第三十六蒼
そう

龍
りゅう

丸は、漂泊して揚網準備中、また、漁船第二

大喜
た い き

丸は、北北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月１９日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三十六蒼龍丸、４.９６トン 

   ＨＫ３－８２８４６（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第二大喜丸、４.９トン 

   ＨＫ３－１２６３４５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に破口 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視程 約５Ｍ 

海象：波向 北、波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、‘苫小牧港第４区の漁場’（以

下「本件漁場」という。）で、船首を南南東方に向けて漂泊し、しし
．．

ゃも
．．

こぎ網漁の揚網準備を行っていた。 

船長Ａは、右舷船首方２００～３００ｍに認めたＢ船が付近で操業

するか、何か用があって接近するのかと思い、揚網準備を続けていた

ところ、ふと右舷方を見て間近に接近したＢ船を認め、自船に気付い

ていない様子だったので、大声を出し、急いで全速力前進としたが、

Ａ船の右舷船尾部とＢ船の右舷船首部とが衝突するのを見た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、本件漁場でししゃも
．．．．

こぎ網漁

を行い、漁場移動の目的で、約１０ノットの対地速力で手動操舵によ

り北北東進中、船長Ｂが、目視により船首方にＡ船を認めていたが、

左舷側を併走する僚船に注意を向けていたところ、Ａ船まで至近とな

っていることに気付き、急いで左舵を取って機関を後進に操作したも

のの、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、本件漁場において漂泊して揚網準備中、船長Ａが、右舷船



首方に認めたＢ船が付近で操業するか、何か用があって接近するのか

と思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行わずに揚網準備を続けたこと

から、Ｂ船が間近に接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件漁場において北北東進中、船長Ｂが、目視により船首

方にＡ船を認めていたものの、左舷側を併走する僚船に注意を向け、

Ａ船に対する見張りを適切に行わずに航行したことから、Ａ船まで至

近となっていることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本件漁場において、Ａ船が漂泊して揚網準備中、Ｂ船が

北北東進中、船長ＡがＢ船に対する見張りを適切に行わずに揚網準備

を続け、また、船長ＢがＡ船に対する見張りを適切に行わずに航行し

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は元より、漂泊中においても、接近する他船に対し、継続

的な見張りを行うこと。 

 


